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(57)【要約】
【課題】シートの処理不良を有効に防止できるシート処
理装置及び画像処理装置を提供するものである。
【解決手段】シートを給送する給送手段と、給送手段の
シート給送方向の下流側において、シート給送方向に対
する直交方向に併設された複数の検知センサと、前記複
数の検知センサの前記シート給送方向の下流側に設けら
れ、シートに対して所定の処理を施す処理手段と、複数
の検知センサにおける検知タイミングに基づいて、処理
手段がシートに対する所定の処理の開始又は終了を制御
する制御手段と、を備え、複数の検知センサは、処理手
段に向かって移動するシートのシート移動量を検知する
ものであることを特徴としたシート処理装置とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートに対して所定の処理を施す処理手段に向けてシートを給送するシート給送装置で
あって、
　シートを給送する給送手段と、
　前記給送手段のシート給送方向の下流側において、前記シート給送方向に対する直交方
向に併設された複数の検知センサと、
　前記複数の検知センサにおける検知結果に基づいて、前記給送手段の駆動を停止制御す
る制御手段と、を備え、
　前記複数の検知センサは、給送中のシートに従動して回転する回転体の回転状態を検知
するセンサであることを特徴とするシート給送装置。
【請求項２】
　前記複数の検知センサの検知結果に基づいてシートの給送異常を判定する判定手段と、
　前記判定手段が前記シートの給送異常を判定した後の次処理を指定する指定手段と、を
備え、
　前記判定手段が前記シートの給送異常を判定すると前記制御手段が前記給送手段の駆動
を停止し、その後、前記指定手段からの指定操作に基づいて前記次処理を実行することを
特徴とする請求項１に記載のシート給送装置。
【請求項３】
　前記次処理は、前記給送手段が前記シート給送方向の下流側に向けてシートを給送する
動作を再開するものであることを特徴とする請求項２に記載のシート給送装置。
【請求項４】
　前記次処理は、前記給送手段が前記シート給送方向の上流側に向けてシートを逆送する
動作を開始するものであることを特徴とする請求項２に記載のシート給送装置。
【請求項５】
　前記次処理は、前記給送手段が前記シート給送方向の上流側に向けてシートを逆送する
動作を実行した後、前記シート給送方向の下流側に向けてシートを給送する一連のスイッ
チバック動作であることを特徴とする請求項２に記載のシート給送装置。
【請求項６】
　前記次処理は、予め設定された初期設定に基づく処理であることを特徴とする請求項２
乃至５のいずれか１項に記載のシート給送装置。
【請求項７】
　前記給送手段の駆動を停止したことを外部装置に通知する通知手段を備え、
　前記通知手段は、前記次処理が前記初期設定として未設定の場合において、前記外部装
置への通知、又は自装置が有する表示手段への通知を実行することを特徴とする請求項６
に記載のシート給送装置。
【請求項８】
　シートを給送する給送手段と、
　前記給送手段のシート給送方向の下流側において、前記シート給送方向に対する直交方
向に併設された複数の検知センサと、
　前記複数の検知センサの前記シート給送方向の下流側に設けられ、シートに対して所定
の処理を施す処理手段と、
　前記複数の検知センサにおける検知結果に基づいて、前記給送手段の駆動を停止制御す
る制御手段と、を備え、
　前記複数の検知センサは、給送中のシートに従動して回転する回転体の回転状態を検知
するセンサであり、
　前記処理手段は、前記複数の検知センサで検知する前記回転体の回転状態に基づいて、
シートに対して前記所定の処理を施すことを特徴とするシート処理装置。
【請求項９】
　前記給送手段によって給送されるシートを前記処理手段に向けて搬送する搬送手段を備
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え、
　前記搬送手段は、回転駆動される駆動軸の軸方向に併設されて前記駆動軸と共に回転駆
動する第１及び第２搬送ローラと、前記第１搬送ローラに従動回転する第１従動ローラと
、前記第２搬送ローラに従動回転する第２従動ローラとを有し、
　前記複数の検知センサが有する回転体は、前記第１及び前記第２従動ローラの回転軸、
又は前記駆動軸において、各ローラと独立して回転可能に設けられたことを特徴とする請
求項８に記載のシート処理装置。
【請求項１０】
　前記複数の検知センサは、シートの到達と通過を検知するものであり、
　前記複数の検知センサの出力に基づいて求められるシート移動量と、前記複数の検知セ
ンサによる検知タイミングとに基づいて、前記処理手段の駆動を制御する制御手段を備え
たことを特徴とする請求項８又は９に記載のシート処理装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記複数の検知センサによる検知タイミングに基づいて、シートの先
端が前記処理手段による処理位置よりも前記シート給送方向の上流側の位置に到達するタ
イミングで前記処理手段による前記所定の処理の開始を制御することを特徴とする請求項
１０に記載のシート処理装置。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記複数の検知センサによる検知タイミングに基づいて、シートの後
端が前記処理手段による処理位置よりも前記シート給送方向の下流側の位置に到達するタ
イミングで前記処理手段による前記所定の処理の終了を制御することを特徴とする請求項
１０に記載のシート処理装置。
【請求項１３】
　前記制御手段は、前記複数の検知センサの検知結果が所定の閾値を超える場合、前記処
理手段による前記所定の処理を行わないように制御することを特徴とする請求項１０に記
載のシート処理装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至７の何れか１項に記載のシート給送装置によって給送されるシートの画像
を読み取ることを特徴とする画像読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、ドキュメントスキャナ、ファクシミリ、プリンタ、複写機等に用い
られるシート給送装置、及びこのシート給送装置を備えたシート処理装置、及びこのシー
ト処理装置を備えてシートの画像を読み取るための画像読取装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、原稿を搬送しながら原稿の先端を検知したタイミングに基づいて、画像の読み取
りを行う画像読取装置が知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１４１６３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の画像読取装置では、例えば、原稿が斜めに搬送される斜行等の搬送不良が発生し
た場合、その後の読取処理に影響がでてしまうことがあった。このような問題は、上述し
た画像の読取処理だけでなく、例えば、印刷などを含むその他の処理を行う場合にも処理
不良として同様に発生するおそれがあり、また、原稿のサイズに関係なく、様々な媒体（
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シート）においても同様に発生するおそれがある。
【０００５】
　本発明は、シートの処理不良を有効に防止できるシート給送装置、及びシート処理装置
及び画像読取装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる本発明は、シートに対して所定の処理を施す処理手段に向けてシートを給送する
シート給送装置であって、シートを給送する給送手段と、前記給送手段のシート給送方向
の下流側において、前記シート給送方向に対する直交方向に併設された複数の検知センサ
と、前記複数の検知センサにおける検知結果に基づいて、前記給送手段の駆動を停止制御
する制御手段と、を備え、前記複数の検知センサは、給送中のシートに従動して回転する
回転体の回転状態を検知するセンサであることを特徴とするシート給送装置にある。
　かかる本発明の態様によれば、複数の検知センサにおける回転体の回転状態に基づいて
給送手段の駆動を停止するため、その後に行うシートの処理不良を有効に防止できる。
【０００７】
　上記本発明において、前記複数の検知センサの検知結果に基づいてシートの給送異常を
判定する判定手段と、前記判定手段が前記シートの給送異常を判定した後の次処理を指定
する指定手段と、を備え、前記判定手段が前記シートの給送異常を判定すると前記制御手
段が前記給送手段の駆動を停止し、その後、前記指定手段からの指定操作に基づいて前記
次処理を実行することを特徴としてもよい。
　かかる本発明の態様によれば、シートの給送停止後に行う次処理をユーザが指定できる
ようになり、例えば、給送停止したシートの取り扱いをユーザ操作により受付可能となる
ため、その後の生産性を向上できる。
【０００８】
　上記本発明において、前記次処理は、前記給送手段が前記シート給送方向の下流側に向
けてシートを給送する動作を再開するものであることを特徴としてもよい。
　かかる本発明の態様によれば、給送停止したシートが装置内に留まってしまうと次の処
理を行うことができないため、装置内からシートを取り出す必要があるが、シートの給送
動作を再開させる操作を受け付け可能とすることで、装置内からシートを取り出す手間を
省くことができる。
【０００９】
　上記本発明において、前記次処理は、前記給送手段が前記シート給送方向の上流側に向
けてシートを逆送する動作を開始するものであることを特徴としてもよい。
　かかる本発明の態様によれば、給送停止したシートが装置内に留まってしまうと次の処
理を行うことができないため、装置内からシートを取り出す必要があるが、シートを載置
台側へ戻す動作を開始する操作を受け付け可能とすることで、装置内からシートを取り出
す手間を省き、載置台に対してシートを置き直す手間も低減できる。
【００１０】
　上記本発明において、前記次処理は、前記給送手段が前記シート給送方向の上流側に向
けてシートを逆送する動作を実行した後、前記シート給送方向の下流側に向けてシートを
給送する一連のスイッチバック動作であることを特徴としてもよい。
　かかる本発明の態様によれば、給送停止したシートが装置内に留まってしまうと次の処
理を行うことができないため、装置内からシートを取り出す必要があるが、シートを載置
台側へ戻して再び給送動作に移行するための操作を受け付け可能とすることで、装置内か
らシートを取り出す手間を省き、載置台に対してシートを置き直す手間や、シートの給送
再開のための操作も低減できる。
【００１１】
　上記本発明において、前記次処理は、予め設定された初期設定に基づく処理であること
を特徴としてもよい。
　かかる本発明の態様によれば、シート給送停止後の次処理を予め設定していくことによ
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り、次処理への移行をスムーズに行うことができる。
【００１２】
　上記本発明において、前記給送手段の駆動を停止したことを外部装置に通知する通知手
段を備え、前記通知手段は、前記次処理が前記初期設定として未設定の場合において、前
記外部装置への通知、又は自装置が有する表示手段への通知を実行することを特徴として
もよい。
　かかる本発明の態様によれば、コンピュータ等の外部装置への通知（エラー通知等）を
初期設定が未設定の場合に行うようにしたことで、外部装置への通知を減らすことができ
る。
【００１３】
　本発明の他の態様としては、シートを給送する給送手段と、前記給送手段のシート給送
方向の下流側において、前記シート給送方向に対する直交方向に併設された複数の検知セ
ンサと、前記複数の検知センサの前記シート給送方向の下流側に設けられ、シートに対し
て所定の処理を施す処理手段と、前記複数の検知センサにおける検知結果に基づいて、前
記給送手段の駆動を停止制御する制御手段と、を備え、前記複数の検知センサは、給送中
のシートに従動して回転する回転体の回転状態を検知するセンサであり、前記処理手段は
、前記複数の検知センサで検知する前記回転体の回転状態に基づいて、シートに対して前
記所定の処理を施すことを特徴とする。
　かかる本発明の態様によれば、複数の検知センサの検知結果に基づいて、所定の処理を
するか、給送手段の駆動停止を行うかを判断できるため、シート処理の生産性低下を防ぎ
つつ所定の処理を効率良く行うことができる。
【００１４】
　また、上記本発明において、前記給送手段によって給送されるシートを前記処理手段に
向けて搬送する搬送手段を備え、前記搬送手段は、回転駆動される駆動軸の軸方向に併設
されて前記駆動軸と共に回転駆動する第１及び第２搬送ローラと、前記第１搬送ローラに
従動回転する第１従動ローラと、前記第２搬送ローラに従動回転する第２従動ローラとを
有し、前記複数の検知センサが有する回転体は、前記第１及び前記第２従動ローラの回転
軸、又は前記駆動軸において、各ローラと独立して回転可能に設けられたことを特徴とし
てもよい。
　かかる本発明の態様によれば、駆動系のローラ軸に回転体を設けることにより、シート
の移動を回転体の回転状態に基づいて高精度に検知することができる。
【００１５】
　また、上記本発明において、前記複数の検知センサは、シートの到達と通過を検知する
ものであり、前記複数の検知センサの出力に基づいて求められるシート移動量と、前記複
数の検知センサによる検知タイミングとに基づいて、前記処理手段の駆動を制御する制御
手段を備えたことを特徴としてもよい。
　かかる本発明の態様によれば、複数の検知センサの検知タイミングによってシートの斜
行状態を把握でき、その後のシード移動量も併せて求めることにより、シートの処理を精
度良く行うことができる。
【００１６】
　また、上記本発明において、前記制御手段は、前記複数の検知センサによる検知タイミ
ングに基づいて、シートの先端が前記処理手段による処理位置よりも前記シート給送方向
の上流側の位置に到達するタイミングで前記処理手段による前記所定の処理の開始を制御
することを特徴としてもよい。
　かかる本発明の態様によれば、例えば、シートの斜行が発生した場合にはその程度によ
って所定の処理の開始を制御できるため、処理不良を有効に防止できる。
【００１７】
　また、上記本発明において、前記制御手段は、前記複数の検知センサによる検知タイミ
ングに基づいて、シートの後端が前記処理手段による処理位置よりも前記シート給送方向
の下流側の位置に到達するタイミングで前記処理手段による前記所定の処理の終了を制御
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することを特徴としてもよい。
　かかる本発明の態様によれば、例えば、シートの斜行が発生した場合にはその程度によ
って所定の処理の開始を制御できるため、処理不良を有効に防止できる。
【００１８】
　また、上記本発明において、前記制御手段は、前記複数の検知センサの検知結果が所定
の閾値を超える場合、前記処理手段による前記所定の処理を行わないように制御すること
を特徴としてもよい。
　かかる本発明の態様によれば、複数の検知センサの検知結果に基づいて所定の処理の続
行が難しいと判断される場合には、例えば、シートの送り、処理の開始等を中止するなど
して、所定の処理のやり直し等を防ぐことができる。ここでいう所定の閾値とは、所定の
処理を行うか否かを判定するための閾値であり、シートの給送異常を判定するための閾値
と別の閾値でもよいし、同じ閾値でもよい。
【００１９】
　なお、本発明は、上述したシート給送装置によって給送されるシートの画像を読み取る
ことを特徴とするスキャナ等の画像読取装置、プリンタ等の画像形成装置、これらを複合
的に備えた多機能な複写機、複合機等を広く対象とすることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、シートの処理不良を有効に防止できるシート給送装置及び画像読取装
置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態に係る原稿搬送装置の概略図。
【図２】給紙ローラ側から見たエンコーダの概略図。
【図３】エンコーダの出力波形図。
【図４】歪み補正前後の画像例。
【図５】歪み補正前後の画像例。
【図６】歪み補正前後の第fパルス目の画素数。
【図７】画像読取装置におけるスキャン処理を示すフローチャート図。
【図８】スキャン終了処理を示すフローチャート図。
【図９】重送後処理を示すフローチャート図。
【図１０】ＡＭ後処理を示すフローチャート図。
【図１１】重送回復待ち処理を示すフローチャート図。
【図１２】ＪＡＭ回復待ち処理を示すフローチャート図。
【図１３】他の実施形態に係る画像読取装置の概略図。
【図１４】図１３の画像読取装置の制御ユニットのブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照し、本発明を実施の形態に基づいて詳細に説明する。
【００２３】
　図１に示すように、本実施形態のドキュメントスキャナ１は、シート給送を行うシート
給送装置を実装したシート処理装置の一例である原稿の画像読取装置であって、本発明に
おける所定の処理を行う処理装置（画像処理装置）の一例であり、鉛直方向下側（装置設
置面側）の搬送路壁を構成する下部ガイドユニット２ａと、鉛直方向上側の搬送路壁を構
成する上部ガイドユニット２ｂとを有し、これら上下のガイドユニット２ａ，２ｂに挟ま
れた空間に原稿Ｄの搬送路１０が形成される。なお、搬送路１０が伸びる方向を原稿Ｄの
給送方向（シート給送方向）とする。
【００２４】
　ここで、ピックアップローラ８と給紙ローラ９と分離ローラ３は不図示の給紙モータで
駆動する給送手段の一例である。ピックアップローラ８と給紙ローラ９は、給紙トレイ４
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に置かれた原稿束の最上層の原稿Ｄを下流側に給送する。分離ローラ３は、給紙ローラ９
に押圧し給紙ローラ９とは反対方向に回転して原稿束から原稿Ｄを一枚ずつに分離する。
この分離ローラ３は、摩擦部材で構成される分離パッドでもよい。
【００２５】
　下部ガイドユニット２ａは、分離ローラ３、給紙トレイ４、下部読取センサ５ａ、上流
側搬送ローラ６ａ、下流側搬送ローラ７ａを有する。上部ガイドユニット２ｂは、ピック
アップローラ８、給紙ローラ９、上部読取センサ５ｂ、上流側搬送ローラ対６ａ及び６ｂ
、下流側搬送ローラ７ｂ、エンコーダ１１を有する。この下部ガイドユニット２ａは、給
紙トレイ４が収納可能に連結され、この給紙トレイ４が連結された部分には、原稿または
原稿束の先端が載置される載置部となる。この下部ガイドユニット２ａの載置部には、原
稿が載置されているか否かを検知する光学式の給紙センサ（原稿載置センサ）Ｓ１が設け
られている。
【００２６】
　また、給紙ローラ９と分離ローラ３で１枚ずつ分離される原稿Ｄは、搬送路１０に供給
されるが、給紙ローラ９及び分離ローラ３と、上流側搬送ローラ対６ａ及び６ｂとの間に
は、後述する重送検知センサＳ２と、この重送検知センサＳ２よりも下流側にあるレジス
ト前センサＳ３が設けられている。このレジスト前センサＳ３では、原稿Ｄの到達と通過
、すなわち、原稿Ｄの先端と後端を検知する。また、このレジスト前センサＳ２の原稿搬
送方向の上流側上流側には、超音波式の重送検知センサＳ２が設けられている。給紙ロー
ラ９と分離ローラ３との間で捌かれずに原稿の重送状態で搬送路１０に供給された場合、
この重送検知センサＳ２により重送検知を行う。
【００２７】
　処理手段の一例である下部読取センサ５ａと上部読取センサ５ｂとは搬送路１０を挟ん
で互いに対向して配置されている。一対の上流側搬送ローラ６ａ、６ｂ及び下流側搬送ロ
ーラ７ａ、７ｂは搬送路１０上で互いに当接し、下部ガイドユニット２ａ側の上流側搬送
ローラ６ａ及び下流側搬送ローラ７ａが不図示の搬送モータで駆動軸回りに駆動する駆動
ローラであり、上部ガイドユニット２ｂ側の上流側搬送ローラ６ｂ及び下流側搬送ローラ
７ｂが従動ローラである。
【００２８】
　このような搬送路１０内の搬送手段における上流側の各ローラは、図２に示すように、
原稿Ｄの給送方向に対して直交方向（すなわち各ローラの軸方向）にそれぞれ一組ずつ、
間隔をあけて設けられている。すなわち、給紙ローラ９で給送される原稿Ｄは、左右の上
流側搬送ローラ（第１搬送ローラ、第２搬送ローラ）６ａ、これに従動する上流側搬送ロ
ーラ（第１従動ローラ、第２従動ローラ）６ｂによって挟まれると、その下流側に向かっ
て搬送される。
【００２９】
　また、下部読取センサ５ａ及び上部読取センサ５ｂは、上流側搬送ローラ６ａ、６ｂ及
び下流側搬送ローラ７ａ、７ｂの回転により上流側と下流側で挟み込まれて安定的（例え
ば、給送速度よりも高速で且つ一定速度）に搬送される原稿Ｄの下面及び上面の画像を光
学的に読み取る。
【００３０】
　ここで、このような画像読取手段（所定の処理を行う処理手段）となる下部読取センサ
５ａ及び上部読取センサ５ｂは、いずれか一方もでもよいが、図示しない制御手段によっ
て、画像読取手段により上流側で原稿Ｄの到達及び／又は通過を検知し、その検知タイミ
ングに基づいて、画像の読取開始及び終了タイミングを制御する。
【００３１】
　例えば、本実施形態では、上述した搬送手段において、その軸方向に複数の検知センサ
（搬送路を移動中の原稿Ｄに当接した状態で従動回転する回転体であるエンコーダ１１を
使ってエンコーダ１１の回転量又は回転角度を検知するセンサ）を併設し、それら複数の
検知センサの検知タイミングに基づいて、画像の読取開始及び終了タイミングを制御する
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。
【００３２】
　ここで、１つの検知センサは、例えば、本実施形態では、エンコーダ１１と、このエン
コーダ１１の回転を検知する検知部（フォトインラプタ）１３１とで構成されている。そ
して、エンコーダ１１は、上流側搬送ローラ６ｂの回転軸上に配置され、搬送される原稿
Ｄの先端・後端が当接したタイミングから回転し始め、そのまま原稿Ｄの移動に伴って回
転を継続する。
【００３３】
　このようなエンコーダ１１の回転を検知部１３１によって光学的に検知することで、例
えば、原稿Ｄの先端が到達したタイミング、原稿Ｄの移動量や移動速度、原稿Ｄの後端が
抜けたタイミングを各センサの出力信号から検知することができる。
【００３４】
　すなわち、本実施形態では、左右の検知センサ（第１回転検知センサ、第２回転検知セ
ンサ）がそれぞれ原稿Ｄの到達と通過、その間の移動を含めて検知できる。このため、原
稿Ｄが斜行した状態で検知エリアに入った場合、左右のどちらか一方の検知センサが先に
検知し、他方の検知センサがその後に検知することになる。斜行がない原稿Ｄの場合には
、左右の検知センサの検知タイミング差が生じないため、当該検知タイミングに基づいて
画像読取の開始／終了を制御する。
【００３５】
　したがって、斜行が生じると、左右の検知センサによる検知タイミングの差が生じるこ
とになり、その場合には、例えば、先に原稿Ｄを検知したタイミングに基づいて画像の読
み取りを開始するように制御するようにしてもよい。これにより、左右の検知センサによ
る検知タイミングに基づいて、画像の読み取り開始を最短で実行できるため、画像の欠け
等の読取不良を有効に低減することができる。
【００３６】
　いずれにしても、下部読取センサ５ａ及び上部読取センサ５ｂを制御する制御部は、原
稿先端・後端の検知に基づいて読取開始や終了の各制御信号を生成し、検出された搬送速
度（移動速度）に基づいたタイミングで、下部読取センサ５ａ及び上部読取センサ５ｂの
画像取得、搬送制御を行う。
【００３７】
　なお、制御部は、検知タイミング差が所定の閾値を超える場合、画像読取の処理を行わ
ないように制御するようにしてもよい。この場合には、斜行したまま排紙するようにして
もよいが、原稿の斜行が生じたまま給搬送を続行すると原稿がダメージを受ける場合には
、給送または搬送を停止するようにしてもよい。
【００３８】
　ここで、エンコーダ１１の構成を、給紙ローラ９側から見た概略図である図２を用いて
説明する。エンコーダ１１は、上流側搬送ローラ６ｂを回転自在に軸支するローラ軸１２
の両端に軸支される。
【００３９】
　図２では、左右の上流側搬送ローラ６ｂの両外側に設けた構造例を例示しているが、左
右の上流側搬送ローラ６ｂの内側にそれぞれ設けることも可能である。また、エンコーダ
１１の外径は、上流側搬送ローラ６ｂの外径よりも大きく形成されている。これにより、
原稿Ｄに対して摺接して従動回転することができる。
【００４０】
　エンコーダ１１は搬送ローラ６ｂに接触しないようスラスト方向の位置決め（不図示）
がされ、回転自在に軸支される。エンコーダ１１は、ゴム等の高摩擦材料から形成され、
搬送原稿に連れ回る紙検知ローラ１１ａを有し、紙検知ローラ１１ａに連結して回転する
。
【００４１】
　上流側搬送ローラ６ｂは原稿の有無に関わらず上流側搬送ローラ６ａに連れ回るが、エ
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ンコーダ１１は、搬送原稿に連れ回り、搬送原稿が無い時は停止する。すなわち、エンコ
ーダ１１は、搬送原稿の移動に連動するため、エンコーダ１１の回転状態を検知すること
で、搬送原稿の移動状態を検出可能である。
【００４２】
　このエンコーダ１１の回転を検知する検知部１３１及び検知部の基板１３２が上部ガイ
ドユニット２ｂに固定されている。検知部１３１はエンコーダ１１の停止状態から回転状
態に変わる時を原稿先端と検知し、回転状態から停止状態に変わる時を原稿後端と検知す
る。
【００４３】
　例えば、原稿が斜行していない場合には、左右のエンコーダ１１の回転とその停止が実
質的に同調することになるため、その間は原稿が搬送方向に搬送されていると推定し、そ
の回転量を原稿の搬送方向における長さと推定することができる。ここでいう原稿の長さ
とは、エンコーダ１１の回転量から求められる原稿の単位時間当たりの移動量（シート移
動量）となる。
【００４４】
　また、各エンコーダ１１はそれぞれ独立して原稿に従動するため、斜行した原稿が進入
する場合には、一方のエンコーダ１１が回転し始めた後、他方のエンコーダ１１が回転し
始め、斜行した原稿が各エンコーダ１１の検知エリアを抜ける場合には、一方のエンコー
ダ１１の回転が先に終了し、その後に他方のエンコーダ１１の回転が終了する。
【００４５】
　このように斜行した原稿の検知においては、先に停止状態のエンコーダ１１が回転状態
に変わったタイミングを原稿先端と検知し、後に回転状態のエンコーダ１１が停止状態に
変わったタイミングを原稿後端と検知することで、読取開始および終了の制御へ移行し易
くできる。なお、斜行した場合における原稿の長さとしては、最初にエンコーダ１１が回
転してから別のエンコーダ１１が最後に停止するまでの回転量に基づいて、原稿の搬送方
向における長さと推定するようにしてもよい。ここでいう原稿の長さとは、エンコーダ１
１の回転量から求められる原稿の単位時間当たりの移動量となる。
【００４６】
　エンコーダ１１の原稿先端・後端検知情報と原稿先端・後端での回転速度から原稿先端
・後端が読み取りラインに達する時間を計算し、原稿の読み取りのタイミングを決める。
【００４７】
　例えば、本実施形態の原稿搬送装置では、実際のエンコーダ１１の回転速度を用いるた
め、より正確に読取り開始・終了位置を決定するので、画像欠けを防ぐことができ、紙間
を無駄に長く設定する必要がなくなり、時間当たりの処理枚数を増やすことができる。
【００４８】
　なお、下部読取センサ５ａ及び上部読取センサ５ｂと、上流側搬送ローラ対６ａ及び６
ｂとの間に、レジスト後センサを設けて、原稿Ｄの到達と通過を検知し、その後の読取制
御やジャムなどの異常検知に使うようにしてもよい。その場には、上述した複数の検知セ
ンサ（左右のエンコーダ１１の回転状態を検知するセンサ）では、原稿の到達と通過タイ
ミングに基づいて画像の読み取り制御を行わず、左右の回転差に基づいて斜行や回転など
原稿の異常給送を検知するようにすればよい。
【００４９】
　＜画像の読取制御＞
　ここで、画像の読取制御の一例について説明する。
　例えば、画像の読み取り開始に関しては、先に回転したエンコーダ１１の検知タイミン
グに基づいて画像の読取を開始するように制御してもよいし、後に回転したエンコーダ１
１の検知タイミングに基づいて画像の読取を開始するように制御してもよい。前者の方は
、エンコーダ１１の検知後、直ぐに画像の読取開始ができるため、画像における欠け等の
読取不良を有効に防止できる。後者の方は、原稿の斜行の程度を考慮して所定のタイミン
グで原稿の画像読取を開始することができ、余分な背景の読み取りを低減できる。
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【００５０】
　また、先に回転したエンコーダ１１の検知後、所定の間隔をあけて画像の読取を開始す
るようにしてもよい。すなわち、画像の読み取り制御を行う制御部（制御手段）は、エン
コーダ１１が回転した検知タイミングに基づいて、原稿の先端が下部読取センサ５ａ及び
上部読取センサ５ｂの各画像読取位置（処理位置）よりも原稿の給送方向の上流側の位置
に到達するタイミングで下部読取センサ５ａ及び上部読取センサ５ｂによる画像読取の処
理の開始を制御する。これにより、余分な背景読み取りを低減しつつ、画像の欠け等の読
取不良を防止できる。
【００５１】
　なお、エンコーダ１１よりも原稿の搬送方向上流側に別の原稿検知センサを設け、当該
原稿検知センサの検知結果に基づいて読取開始（原稿検知センサの検知後直ぐに開始、ま
たは検知後から所定の時間を待って開始）を制御するようにしてもよい。この場合には、
エンコーダ１１の検知結果は、詳細は後述するが、画像の歪み補正に使用する。
【００５２】
　次に、画像の読み取り終了に関して説明する。
　例えば、左右のエンコーダ１１のうち後に回転を停止したエンコーダの検知タイミング
に基づいて、画像の読み取りを終了するように制御することで、原稿が斜行した場合でも
、画像の読み取りを高精度に行うことができる。
【００５３】
　具体的には、画像の読み取り制御を行う制御部（制御手段）は、エンコーダ１１が回転
した検知タイミングに基づいて、原稿の後端が下部読取センサ５ａ及び上部読取センサ５
ｂの各画像読取位置（処理位置）よりも原稿の給送方向の下流側の位置に到達するタイミ
ングで下部読取センサ５ａ及び上部読取センサ５ｂによる画像読取の処理の開始を制御す
る。これにより、画像の欠け等の読取不良を防止できる。
【００５４】
　また、画像読取センサよりも搬送方向上流側において、別の原稿検知センサを設け、当
該原稿検知センサの検知から所定の時間経過後に、画像の読み取りを終了するようにして
もよい。
【００５５】
　なお、画像読取センサよりも搬送方向下流側に別の原稿検知センサ（画像読取センサ通
過センサ）を設け、当該原稿検知センサの検知結果に基づいて、画像読取センサによる画
像の読み取りを終了するように制御してもよい。この場合には、画像読取センサとこれよ
り下流側の原稿検知センサとの間の間隔をあけておくことにより、より確実に画像の欠け
等の読取不良を防ぐことができる。
【００５６】
　（その他の画像読取制御）
　複数の検知センサにおける検知タイミング差がある場合には、原稿の斜行が発生してい
ることになるため、その検知タイミング差が所定の閾値内であれば、画像の読み取りを続
行するようにしてもよいが、所定の閾値外であれば、原稿ダメージを防ぐため、画像の読
み取り及び給搬送を停止するようにしてもよい。
【００５７】
　また、上述した説明では、エンコーダを使った複数の検知センサで原稿の到達と通過を
検知するようにしたが、このような原稿の到達と通過を検知せず、エンコーダの回転量に
基づいて、原稿の移動量だけを検出し、その検知結果に基づいて原稿に対する処理（ここ
では画像読取を例示しているが処理の種類は例えば、印刷等の他の処理でもよい）を施す
ようにしてもよい。
【００５８】
　また、画像の読み取り等を制御する制御部は、複数の検知センサ（左右のエンコーダ１
１が回転開始又は回転終了したこと等を検知する検知部１３１）の検知タイミング、又は
検知タイミング差に基づいて、画像読取センサ（下部読取センサ５ａ及び上部読取センサ
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５ｂ）の読み取り開始のための指示信号、画像読取センサの読取終了のための指示信号を
発行する。
【００５９】
　すなわち、制御部は、原稿の先端が画像読取センサ（下部読取センサ５ａ及び上部読取
センサ５ｂ）の読取位置よりも原稿給送方向の上流側の位置に到達するタイミングで、画
像の読み取りを開始制御する。また、制御部は、原稿の後端が画像読取センサの読取位置
よりも原稿給送方向の下流側の位置に到達するタイミングで画像の読み取りを終了制御す
る。これにより、制御部から指示信号を受け取った画像読取センサによる読取の開始およ
び終了が制御される。
【００６０】
　また、原稿先端の読み取りタイミングは、例えば、エンコーダ１１の回転速度から決め
る方法に限るものではなく、エンコーダが原稿先端検知後に所定のパルス数を発生したら
読取りを開始するという方法であってもよい。
【００６１】
　また、エンコーダ１１が所定パルス数を発生するのに掛かる時間（以下、回転時間）が
左右のエンコーダ１１で異なる場合、画像の歪み補正を行う。ここで、この画像の歪み補
正については、例えば、画像読取装置内に設けた画像補正手段で実行してもよいし、画像
読取装置に接続されたコンピュータ等の情報処理装置に設けた画像補正手段で実行しても
よいし、画像読取装置に設けた画像補正手段と情報処理装置に設けた画像補正手段とで協
働して実行してもよい。
【００６２】
　画像の読取りを開始してから１パルス毎の回転時間を取得し、fパルス目の回転時間を
左右のエンコーダ１１でtLf、tRfとすると、tLf≠tRfとなった場合fパルス目の画像が歪
んでいることになる。
【００６３】
　図３にtLf＞tRfの場合のエンコーダ１１の出力波形を示す。この波形の発生時は上部読
取センサ５ｂでは図４左図のような歪んだ画像が取得されるので歪み補正を行う。図４左
図はエンコーダ１１の出力情報に基づき、図５のように画像内をパルス毎に区分けするこ
とができる。
【００６４】
　歪み補正は、図６のように、第fパルス目の画素数を増減させることにより画像の伸縮
を行う。
【００６５】
　ここでは、エンコーダの1パルスにおける設計上の画素数をLs、左右のエンコーダの第f
パルス目の画素数をL0、La（エンコーダの第fパルス目の回転時間tLf、tRf及び紙検知ロ
ーラ１１ａの外径から原稿の搬送距離を求め、搬送距離から画素数を求めることができる
）、左右の紙検知ローラ１１ａ間の距離をaとした時、副走査方向の任意のラインkにおけ
る第fパルス目での画素数Lkを、Lk=(La-L0)/a*k+L0の式で求め、Lkを伸縮してLsにする。
【００６６】
　上記の方法では、一ライン内を均等に伸縮する方法であるが、これに限るものでなく、
例えば間引きを行って画像の歪みを補正する方法を採ってもよい。
【００６７】
　上記のように、原稿の左右の搬送速度が設計上の搬送速度と異なる場合、結果スキャン
画像が歪む場合に、エンコーダ１１の情報によって画像の歪みを補正することができる。
例えば、エンボス付きのプラスチックカード等は、厚さが一様で無く、部分的に厚い部分
が存在する。そのため、このような原稿を搬送すると、搬送ローラの左右の接触圧のバラ
ンスが崩れ易くなるため、原稿が回転して搬送されることがあり、そのまま読取った画像
は曲がった画像となることがある。
【００６８】
　本実施形態の画像読取装置によれば、このような回転する原稿に対して左右のエンコー
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ダ１１が従動するため左右のエンコーダ１１において回転差が生じる。このため、左右の
エンコーダ１１の回転差に基づいて、曲がってしまった画像の歪み部分を補正し、出力デ
ータとなるスキャン画像を生成できる。ここでいう回転差とは、左右のエンコーダ１１の
回転量の差のこと、すなわち、原稿の移動量の差のことである。
【００６９】
　原稿が回転しない場合、左右のエンコーダ１１から求められる原稿の移動量の差はない
が、原稿が回転した場合、一方のエンコーダ１１から求められる原稿の移動量と、他方の
エンコーダ１１から求められる原稿の移動量には差が生じることになる。そのため、本実
施形態では、エンコーダ１１の回転差に基づいて、曲がった画像の歪みを補正することで
、所望の画像を出力することができる。
【００７０】
　上記実施形態では、エンコーダ１１は上流側搬送ローラ６ｂのローラ軸１２上に配置す
るが、この限りでなく、上流側搬送ローラ６ｂから下部読取センサ５ａ及び上部読取セン
サ５ｂの間であればどこに配置してもよい。例えば、搬送路の中で原稿に対して従動する
複数の回転体を搬送方向に対して直交する方向に並列すればよい。
【００７１】
　また、本実施形態のように、原稿の給搬送において給送速度と搬送速度との速度差（搬
送速度の方が給送速度よりも速い速度に設定）がある場合、画像の読み取り開始の制御に
おいて、原稿が給送から搬送へ受け渡した後、すなわち、原稿が一定速度で搬送されると
きに、その原稿に対して従動するように複数の回転体を設置することが好ましい。あるい
は、上流側搬送ローラ６ａ側の軸に設けてもよく、上流側搬送ローラ６ａ、６ｂの両方の
軸に設けてもよい。これにより、１つのエンコーダにおいて原稿の滑りがある場合には、
その他のエンコーダの出力を使うことで、より高精度な読取制御を行うことができる。
【００７２】
　搬送中の原稿の動きを監視するという意味では、各ローラの軸にそれぞれエンコーダ１
１を設けて原稿の搬送方向における到達や通過、エンコーダ１１を設けた位置での移動量
を複数個所で検知すれば、画像読取の開始タイミングを精度良く設定できる他、搬送異常
の検知にも活用することができる。
【００７３】
　また、上述した実施形態における分離ローラ３や給紙ローラ９の回転軸の少なくとも何
れか一方の回転軸にエンコーダ１１を配置して、分離給送における原稿の移動量を検知す
るようにすれば、分離ローラ３と給紙ローラ９との間のニップ部で原稿を１枚ずつ捌く際
において、原稿の斜行などの分離不良の早期発見も可能となる。エンコーダ１１を設ける
位置は、分離ローラ３や給紙ローラ９の回転軸に設けなくてもよく、例えば、それらロー
ラの前後付近に設けてもよい。
【００７４】
　また、分離ローラ３及び給紙ローラ９の各軸にエンコーダ１１を配置することで、それ
ぞれの回転に関して、例えば、分離ローラ３側のエンコーダ１１の回転が、給紙ローラ９
側のエンコーダ１１の回転と同等の場合には、複数枚の原稿の連れ入り現象、重送などの
給送異常の検知に活用することができる。
【００７５】
　反対に、給紙ローラ９側のエンコーダ１１の回転に比べて分離ローラ３側のエンコーダ
１１の回転が相対的に少なく所定の条件を満たす場合には、正常な給送状態であると判断
することができる。
【００７６】
　上述した本実施形態では、搬送媒体となる原稿Ｄがわずかに斜行又は回転等した場合に
おいて、その後の画像読取を続行する形態について詳細に説明したが、以下では、原稿Ｄ
の斜行が所定の閾値以上の場合に、原稿Ｄの給送を一時停止する場合について説明する。
【００７７】
　ここで、原稿Ｄの斜行が所定の閾値以上の場合、すなわち、給搬送を続行すると斜行が
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原因で原稿Ｄのダメージが生じてしまう、あるいはその後の画像読取が難しくなる場合、
即座に原稿Ｄの給送を一時停止することが好ましい。例えば、左右のエンコーダ１１の回
転状態に差が生じ、その差が所定の閾値を超えた場合には、ジャム（ＪＡＭ）処理として
、原稿Ｄの給搬送を一時停止する。これにより原稿Ｄの保護を図ることができる。
【００７８】
　このような原稿Ｄの給送の一時停止後に、原稿Ｄへの画像読取のやり直しを行う場合に
は、装置本体を開く（搬送路を開放する）こと、すなわち、下部ガイドユニット２ａに対
して上部ガイドユニット２ｂを持ち上げて原稿Ｄが滞留している搬送路を開放し、装置内
から原稿Ｄを取り出すようにすると、ユーザにとって一手間かかる場合がある。
【００７９】
　例えば、プラスチックカードなどが斜行または回転して給搬送を一時停止した場合には
、ユーザが搬送路を開放せずに自装置の駆動系を使って取出せたら便利である。そのため
、原稿Ｄの給送一時停止後の次処理を簡単なユーザ操作により指定（指定操作）できるよ
うにするのが好ましい。
【００８０】
　具体的には、画像読取装置の操作パネル（指定手段の一例）においてユーザ操作を受け
付けるようにし、画像読取装置が有する制御部（制御手段）が、複数の検知センサの検知
結果に基づいて原稿Ｄの給送異常が発生したと判断した場合、当該制御部によって原稿Ｄ
の給送を一時停止するように制御し、操作パネルの操作に基づいて、制御部が次処理を実
行させるようにすればよい。
【００８１】
　ここで、原稿Ｄの給送一時停止後の次処理としては、例えば、ピックアップローラ８、
給紙ローラ９及び分離ローラ８、上流側搬送ローラ対６ａ及び６ｂを正転駆動、すなわち
、原稿Ｄをその給送方向に再び送るように、画像読取装置が有する制御部が駆動モータの
駆動を制御するようにしてもよい。
【００８２】
　また、ピックアップローラ８、給紙ローラ９及び分離ローラ８、上流側搬送ローラ対６
ａ及び６ｂを逆転駆動、すなわち、原稿Ｄをその給送方向と逆方向に戻すように、画像読
取装置が有する制御部が駆動モータの駆動を制御するようにしてもよい。
【００８３】
　さらに、原稿Ｄを所定の位置まで逆転駆動した後に、正転駆動に切り替える一連のスイ
ッチバック駆動を行わせるようにしてもよい。
【００８４】
　何れにしても、給送停止した原稿Ｄが装置内に留まってしまうと直ぐに次の処理を行う
ことができないため、装置内から原稿Ｄを取り出す手間が発生するが、原稿Ｄの給送動作
を再開、逆転動作、スイッチバック動作のいずれかをユーザ操作により指定操作を受け付
け可能とすることで、装置内からシートを取り出す手間を省くことができる。
【００８５】
　なお、スイッチバックや逆転動作を実施すれば、ユーザが載置台４に対して原稿Ｄを置
き直す手間を低減することができ、スイッチバック動作であれば、再給送のための操作も
省くことができる。
【００８６】
　このような原稿Ｄの給送一時停止後の次処理は、画像読取装置の操作パネル、又は画像
読取装置が接続されたコンピュータ等の外部装置において、予め設定された初期設定に基
づく処理とすることができる。その場合、例えば、画像読取装置が有する操作パネルの各
操作ボタンに対して次処理の割り付けを行うことで、ユーザは原稿Ｄの給送一時停止の次
処理を１つまたは複数のボタンによって指定操作することが可能となる。このように、原
稿Ｄの給送停止後の次処理を予め設定していくことにより、次処理への移行をスムーズに
行うことができる。
【００８７】
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　以下、図７～図１２を参照し、本実施形態の画像読取装置におけるスキャン処理の一例
について詳細に説明する。上述した次処理の他の例として、上述した複数の検知センサの
検知結果（エンコーダ１１の回転状態の結果）に基づく給送異常を検知後の処理として、
ＪＡＭ後処理を挙げて詳細に説明する。
【００８８】
　図７は、画像読取装置におけるスキャン処理を示すフローチャートである。図７におい
て、画像読取装置は、まず、コンピュータ等の外部装置が接続された状態において、自装
置が有するスタートボタン（不図示）が押下されたか否かを判別する（ステップＳ６００
）。
【００８９】
　この判別の結果、スタートボタンが押下されたときは（ステップＳ６００でＹＥＳ）、
給紙センサＳ１により原稿Ｄが存在することを確認した後（ステップＳ６０２でＹＥＳ）
、メインモータを駆動して原稿Ｄの給紙を開始する（ステップＳ６０３）。載置台４に載
置された原稿Ｄは、給紙ローラ９と分離ローラ３とで１枚ずつ分離され、装置内へ給紙さ
れる。
【００９０】
　なお、ここでは、原稿束から原稿Ｄを１枚ずつ分離して給送する分離給送を例にして説
明しているが、画像読取装置において分離給送と、分離給送を行わない非分離給送とを切
り替える機能が実装されている場合、非分離給への切り替え状態において、原稿Ｄの給送
開始が指示される場合もある。
【００９１】
　一方、スタートボタンが押下されず（ステップＳ６００でＮＯ）、かつ自装置が有する
ストップボタン（不図示）が押下されたときは（ステップＳ６０１でＹＥＳ）、ステップ
Ｓ６１０へ進み、後述する図８のスキャン終了処理を実行する。
【００９２】
　次に、装置内へ給紙された原稿Ｄの先端がレジスト前センサＳ３を通過し（ステップＳ
６０４でＹＥＳ）、その一定時間後に、下部読取センサ５ａおよび上部読取センサ５ｂを
制御して原稿Ｄの画像読み取りを開始する（ステップＳ６０５）。
【００９３】
　一方、原稿Ｄの先端がレジスト前センサＳ３を通過しなかったときは（ステップＳ６０
４でＮＯ）、重送検知センサＳ２により原稿Ｄの重送を検知したか否かを判別し（ステッ
プＳ６１１）、重送を検知したときは（ステップＳ６１１でＹＥＳ）、ステップＳ６１３
へ進み、後述する図９の重送後処理を実行する。
【００９４】
　一方、重送を検知しないときは（ステップＳ６１１でＮＯ）、ＪＡＭを検知したか否か
を判別し（ステップＳ６１２）、ＪＡＭを検知したときは（ステップＳ６１２でＹＥＳ）
、原稿Ｄの給搬送を一時停止し、ステップＳ６１４へ進み、後述する図１０のＪＡＭ後処
理を実行する。一方、ＪＡＭを検知しないときは（ステップＳ６１２でＮＯ）、ステップ
Ｓ６０４へ戻る。
【００９５】
　ステップＳ６０５の画像読み取りが開始された後、原稿Ｄの後端がレジスト前センサＳ
３を通過し（ステップＳ６０６でＹＥＳ）、その一定時間後に下部読取センサ部５ａおよ
び上部読取センサ５ｂを制御して原稿Ｄの画像読み取りを終了する（ステップＳ６０７）
。読み取られた原稿Ｄの画像は、画像データとして、コンピュータ等の外部装置に送出さ
れる。
【００９６】
　ステップＳ６０６の判別の結果、原稿Ｄの後端がレジスト前センサＳ３を通過しなかっ
たときは（ステップＳ６０６でＮＯ）、重送検知センサＳ３により重送を検知したか否か
を判別し（ステップＳ６１５）、重送を検知したときは（ステップＳ６１５でＹＥＳ）、
ステップＳ６１７へ進み、後述する図９の重送後処理を実行する。
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【００９７】
　一方、重送を検知しないときは（ステップＳ６１５でＮＯ）、ＪＡＭを検知したか否か
を判別し（ステップＳ６１６）、ＪＡＭを検知したときは（ステップＳ６１６でＹＥＳ）
、ステップＳ６１８へ進み、後述する図１０のＪＡＭ後処理を実行する。一方、ＪＡＭを
検知しないときは（ステップＳ６１６でＮＯ）、ステップＳ６０６へ戻る。
【００９８】
　ステップＳ６０８の判別の結果、原稿Ｄの後端が排紙センサＳ４を通過せず、排紙セン
サＳ４により原稿Ｄの排紙を検知しないときは（ステップＳ６０８でＮＯ）、ＪＡＭを検
知したか否かを判別する（ステップＳ６１９）。この判別の結果、ＪＡＭを検知したとき
は（ステップＳ６１９でＹＥＳ）、原稿Ｄの給搬送を一時停止し、ステップＳ６２０へ進
み、後述する図１０のＪＡＭ後処理を行う一方、ＪＡＭを検知しないときは（ステップＳ
６１９でＮＯ）、ステップＳ６０８へ戻る。
【００９９】
　次に、原稿Ｄの後端が排紙センサＳ４を通過すると（ステップＳ６０８でＹＥＳ）、原
稿Ｄを排紙してメインモータを停止し（ステップＳ６０９）、ステップＳ６０２へ戻って
処理を繰り返す。載置台４に載置された複数枚の原稿Ｄをすべて読み取り終え、給紙セン
サＳ１により原稿Ｄを検知しなくなったときは（ステップＳ６０２でＮＯ）、ステップＳ
６１０へ進み、スキャン終了処理を実行する。
【０１００】
　＜スキャン終了処理＞
　図８は、図７のステップＳ６１０におけるスキャン終了処理を示すフローチャートであ
る。
【０１０１】
　図８において、スキャン終了処理としてメインモータを停止（ステップＳ８０２）した
後、エラー無しで画像読み取りが終了したか否かを判別し（ステップＳ８０３）、エラー
無しで終了したときは（ステップＳ８０３でＹＥＳ）、次の原稿がない旨を外部装置に通
知して（ステップＳ８０４）、本処理を終了する。
【０１０２】
　次の原稿がない旨を受け取った外部装置は、スキャナドライバによりディスプレイに継
続ダイアログを表示して、オペレータに画像読み取りを継続するか否かの判断を促す。一
方、ステップＳ８０３の判別の結果、エラー有りで終了した（またはエラーにより終了し
た）ときは（ステップＳ８０３でＮＯ）、エラーによる終了の理由を外部装置に通知して
（ステップＳ８０５）、本処理を終了する。
【０１０３】
　＜重送後処理＞
　次に、図７のステップＳ６１３，Ｓ６１７における重送後処理を、図９を参照して説明
する。図９は、図７のステップＳ６１３，Ｓ６１７における重送後処理を示すフローチャ
ートである。
【０１０４】
　図９において、原稿搬送中または画像読み取り中に重送検知センサＳ２により原稿Ｄの
重送を検知したときは、操作パネル上のＬＣＤに重送を検知した旨の画面を表示し（ステ
ップＳ９０２）、予めオペレータにより操作パネル上から設定された設定値に基づいて重
送検知エラーをコンピュータ等の外部装置に通知するか否かを判別する（ステップＳ９０
３）。この判別の結果、重送検知エラーを通知する場合は（ステップＳ９０３でＹＥＳ）
、重送検知エラーをエラーによる終了理由としてフラッシュメモリ２０７に保持し（ステ
ップＳ９０４）、図８のスキャン終了処理を実行する（ステップＳ６０１）。
【０１０５】
　このスキャン終了処理では、ステップＳ８０５において、エラーによる終了の理由とし
て重送検知エラーを検知した旨を外部装置に通知する。重送検知エラーを受け取った外部
装置は、スキャナドライバによりディスプレイにエラーダイアログを表示する。一方、ス
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テップＳ９０３の判別の結果、重送検知エラーを通知しないときは（ステップＳ９０３で
ＮＯ）、ステップＳ９０５へ進み、後述する図１１の重送回復待ち処理を行う。
【０１０６】
　＜ＪＡＭ後処理＞
　次に、図７のステップＳ６１４，Ｓ６１８，Ｓ６２０におけるＪＡＭ後処理を、図１０
を参照して説明する。図１０は、図７のステップＳ６１４，Ｓ６１８，Ｓ６２０における
ＪＡＭ後処理を示すフローチャートである。
【０１０７】
　図１０において、原稿搬送中または画像読み取り中に、エンコーダ１１の回転差に基づ
く変動ＪＡＭ、給紙センサＳ１、レジスト前センサＳ３、排紙センサＳ４、およびタイマ
により、給紙ＪＡＭ（図７のステップＳ６１２）や滞留ＪＡＭ（図７のステップＳ６１６
）、排紙ＪＡＭ（図７のステップＳ６１９）などのＪＡＭを検知した場合は、操作パネル
上のＬＣＤにＪＡＭを検知した旨の画面を表示し（ステップＳ１００２）、予めオペレー
タにより操作パネル上から設定された設定値に基づいてＪＡＭ検知エラーを通知するか否
かを判別する（ステップＳ１００３）。
【０１０８】
　ここで、タイマによるＪＡＭ検知とは、上記各センサをＯＮ／ＯＦＦする際、タイマに
より計時しているカウンタ値を取得し、各センサ間を通過するのにかかるカウンタ値との
比較によりＪＡＭ検知を行うものである。
【０１０９】
　ステップＳ１００３の判別の結果、ＪＡＭ検知エラーを通知する場合は（ステップＳ１
００３でＹＥＳ）、ＪＡＭ検知エラーをエラーによる終了理由としてフラッシュメモリに
保持し（ステップＳ１００４）、図８のスキャン終了処理を実行する（ステップＳ６１０
）。
【０１１０】
　このスキャン終了処理では、ステップＳ８０５において、エラーによる終了の理由とし
てＪＡＭ検知エラーを検知した旨を外部装置に通知する。ＪＡＭ検知エラーを受け取った
外部装置は、スキャナドライバによりディスプレイにエラーダイアログを表示する。
【０１１１】
　一方、ステップＳ１００３の判別の結果、ＪＡＭ検知エラーを通知しないときは（ステ
ップＳ１００３でＮＯ）、ステップＳ１００５へ進み、後述する図１２のＪＡＭ回復待ち
処理を行う。
【０１１２】
　＜重送回復待ち処理＞
　図１１は、図９のステップＳ９０５における重送回復待ち処理を示すフローチャートで
ある。図１１において、画像読取装置２００内で重送を発生した原稿Ｄがオペレータによ
り取り除かれた後（ステップＳ１０２でＹＥＳ）、操作パネル上のＬＣＤにスキャンを継
続するか否かの確認メッセージを表示する（ステップＳ１０３）。
【０１１３】
　次に、スタートボタンが押下されたか否かを判別し（ステップＳ１０４）、スタートボ
タンが押下されたときは（ステップＳ１０４でＹＥＳ）、図７のステップＳ６０２へ戻り
、画像読み取り前に予め設定され、フラッシュメモリに記憶された設定値を読み出し、該
設定値に基づいてスキャンを再開する。一方、スタートボタンが押下されず（ステップＳ
１０４でＮＯ）、かつストップボタンが押下されたときは（ステップＳ１０５でＹＥＳ）
、スキャン終了処理を実行する。
【０１１４】
　このように、画像読取装置内に重送を発生した原稿Ｄを取り除き、再度載置台４に載置
してスタートボタンを押下することにより、封筒などの重送と検知してしまう原稿をオペ
レータが意図的に送った場合であっても、そのままスタートボタンを押下すれば、それ以
降の原稿の読み取りを続けて行うことができる。
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【０１１５】
　また、オペレータがエラー検知時に再設定を行うことなく原稿画像の読み取りを行うこ
とができる。これ以外にも、原稿Ｄに付箋等が貼ってある場合にも重送検知することにな
るが、そのまま給搬送を継続したい場合もあるため、ユーザのボタン操作（スタートボタ
ン等の割り付けられたボタン操作）により、画像読取装置の搬送路を開放させることなく
、ボタン操作だけで画像読取を継続することができる。なお、重送検知後に即座に搬送を
停止してもよいが、排出ローラのところで把持した状態で停止するようにしてもよく、こ
の場合、上述したボタン操作により排出処理を行わせるようにすればよい。
【０１１６】
　＜ＪＡＭ回復待ち処理＞
　図１２は、図１０のステップＳ１００５におけるＪＡＭ回復待ち処理を示すフローチャ
ートである。
【０１１７】
　図１２において、画像読取装置内でＪＡＭが発生した原稿Ｄがオペレータにより取り除
かれた後（ステップＳ１９０２でＹＥＳ）、操作パネル上のＬＣＤにスキャンを継続する
か否かの確認メッセージを表示する（ステップＳ１９０３）。
【０１１８】
　次に、スタートボタンが押下されたか否かを判別し（ステップＳ１９０４）、スタート
ボタンが押下されたときは（ステップＳ１９０４でＹＥＳ）、図７のステップＳ６０２へ
戻り、画像読み取り前に予め設定され、フラッシュメモリに記憶された設定値を読み出し
、該設定値に基づいてスキャンを再開する。一方、スタートボタンが押下されず（ステッ
プＳ１９０４でＮＯ）、ストップボタンが押下されたときは（ステップＳ１９０５でＹＥ
Ｓ）、スキャン終了処理を実行する。
【０１１９】
　このように、画像読取装置内に滞留している原稿Ｄを取り除き、再度載置台４に載置し
てスタートボタンを押下することにより、原稿画像が正常に読み取れているときに給紙Ｊ
ＡＭや排紙ＪＡＭなどが発生した場合であっても、それ以降の原稿の画像読み取りを続け
て行うことができる。また、オペレータがエラー検知時に再設定を行うことなく原稿画像
の読み取りを行うことができる。
【０１２０】
　上記実施の形態によれば、画像読取装置内で発生した原稿の重送やＪＡＭ等のエラーを
検知した後、検知したエラーに対応するエラー回復処理を実行するので、オペレータがエ
ラーの種類に応じてエラー後処理を行う必要がなくなり、エラー検知時に不要な再設定お
よび原稿の画像読み取りを行うことなく、読み取り作業の効率を向上させることができる
。
【０１２１】
　例えば、上述した次処理としてＪＡＭ後処理となるＪＡＭ回復待ち処理や、その他の重
送後処理、重送回復待ち処理、ＪＡＭ回復待ち処理等を行わせる場合、予めユーザによる
初期設定を行わせておくことで、ユーザは、給送異常後の次処理を操作パネルからスムー
ズに実行することができる。
【０１２２】
　このように次処理が設定されている場合、画像読取装置が接続されたコンピュータ等の
外部装置に対し、画像読取装置で発生した給送異常等のエラーを外部装置に通知しないよ
うにすれば、外部装置への通知を減らすことができる。
【０１２３】
　また、本発明は上述した実施の形態に限定されるものではない。例えば、図１３及び図
１４に示すような画像読取装置にも広く適用可能である。
【０１２４】
　図１３は本発明の一実施形態に係る画像読取装置Ａの概略図であり、図１４は画像読取
装置Ａの制御部のブロック図である。
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【０１２５】
　＜装置の構成＞
　画像読取装置Ａは、載置台１に積載された一又は複数の搬送媒体Ｓを最下位の搬送媒体
Ｓから１つずつ装置内に経路ＲＴにて搬送してその画像を読み取り、排出トレイ２に排出
する装置である。
【０１２６】
　ここで、読み取る搬送媒体Ｓは、例えば、ＯＡ紙、チェック、小切手、名刺、カード類
等のシートであり、厚手のシートであっても、薄手のシートであってもよい。カード類は
、例えば、保険証、免許証、クレジットカード等を挙げることができる。搬送媒体Ｓには
、また、パスポートなどの冊子も含まれる。冊子を対象とする場合、ホルダ２００を用い
ることができる。透明なホルダ２００に見開き状態の冊子を収容して載置台１に載置する
ことで、冊子がホルダ２００と共に搬送され、その画像を読み取ることができる。
【０１２７】
　＜給送＞
　経路ＲＴに沿って搬送媒体Ｓを給送する給送機構としての第１搬送部１０が設けられて
いる。第１搬送部１０は本実施形態の場合、送りローラ１１と、送りローラ１１に対向配
置される分離ローラ１２と、を備え、載置台１上の搬送媒体Ｓを搬送方向Ｄ１に一つずつ
順次搬送する。
【０１２８】
　送りローラ１１には、モータ等の駆動部３から伝達部５を介して駆動力が伝達され、図
中矢印方向（経路ＲＴに沿って搬送媒体Ｓを搬送させる正方向）に回転駆動される。伝達
部５は例えば電磁クラッチであり、駆動部３からの送りローラ１１への駆動力を断続する
。
【０１２９】
　＜駆動部＞
　駆動部３と送りローラ１１とを接続する伝達部５は、例えば、本実施形態では、通常時
において駆動力が伝達される状態とし、搬送媒体Ｓを逆送または停止する場合には駆動力
を遮断する。送りローラ１１は伝達部５により駆動力の伝達が遮断されると、自由回転可
能な状態となる。なお、このような伝達部５は、送りローラ１１を一方向のみに駆動させ
る場合には設けなくてもよい。
【０１３０】
　＜分離構造＞
　送りローラ１１に対向配置される分離ローラ１２は、搬送媒体Ｓを１枚ずつ分離するた
めのローラであり、送りローラ１１に対して一定圧で圧接している。この圧接状態を確保
するため、分離ローラ１２は揺動可能に設けると共に送りローラ１１へ付勢されるように
構成される。
【０１３１】
　また、分離ローラ１２は、トルクリミッタ１２ａを介して駆動部３から駆動力が伝達さ
れ、実線矢印方向（送りローラ１１の正方向とは逆方向））に回転駆動される。
【０１３２】
　分離ローラ１２はトルクリミッタ１２ａにより駆動力伝達が規制されるため、送りロー
ラ１１と当接している際は送りローラ１１に連れ回りする方向（破線矢印方向）に回転す
る。これにより、複数の搬送媒体Ｓが送りローラ１１と分離ローラ１２との圧接部に搬送
されてきた際には、一つを残して２つ以上の搬送媒体Ｓが下流に搬送されないようにせき
止められる。
【０１３３】
　なお、本実施形態では分離ローラ１２と送りローラ１１とで分離機構を構成したが、こ
のような分離機構は必ずしも設けなくてもよく、経路ＲＴに搬送媒体Ｓを１つずつ順次給
送する給送機構であればよい。また、分離機構を設ける場合においては、分離ローラ１２
のような構成の代わりに、搬送媒体Ｓに摩擦力を付与する分離パッドを送りローラ１１に



(19) JP 2019-182590 A 2019.10.24

10

20

30

40

50

圧接させて、同様の分離作用を持たせるようにしてもよい。
【０１３４】
　＜搬送構造＞
　第１搬送部１０の搬送方向下流側にある搬送機構としての第２搬送部２０は、駆動ロー
ラ２１と、駆動ローラ２１に従動する従動ローラ２２とを備え、第１搬送部１０から搬送
されてきた搬送媒体Ｓをその下流側へ搬送する。
【０１３５】
　駆動ローラ２１にはモータ等の駆動部４から駆動力が伝達され、図中矢印方向に回転駆
動される。従動ローラ２２は駆動ローラ２１に対して一定圧で圧接し、駆動ローラ２１に
連れ回る。この従動ローラ２２は、バネ等の付勢ユニット（不図示）によって駆動ローラ
２１に対して付勢された構成としてもよい。
【０１３６】
　このような第２搬送部２０よりも搬送方向下流側にある第３搬送部３０は、駆動ローラ
３１と、駆動ローラ３１に従動する従動ローラ３２とを備え、第２搬送部２０から搬送さ
れてきた搬送媒体Ｓを排出トレイ２へ搬送する。つまり、この第３搬送部３０は排出機構
として機能する。
【０１３７】
　駆動ローラ３１にはモータ等の駆動部４から駆動力が伝達され、図中矢印方向に回転駆
動される。従動ローラ３２は駆動ローラ３１に対して一定圧で圧接し、駆動ローラ３１に
連れ回る。この従動ローラ３２は、バネ等の付勢ユニット（不図示）によって駆動ローラ
３１に対して付勢された構成としてもよい。
【０１３８】
　排出トレイ２は、画像読取装置Ａに対して回動可能なように、画像読取装置Ａの下方に
設けられた第１ヒンジ１０１を介して軸支されている。また、第１ヒンジ１０１側の第１
排出トレイ２ａとその先端側に接続された第１延長トレイ２ｂとから構成されている。第
１延長トレイ２ｂは第１排出トレイ２ａに対して摺動可能に支持されている。
【０１３９】
　＜画像読取構造、制御＞
　ここで、本実施形態の画像読取装置Ａでは、第２搬送部２０と第３搬送部３０との間に
配置される画像読取ユニット７０によって画像の読み取りを行うため、第２搬送部２０及
び第３搬送部３０は搬送媒体Ｓを定速搬送する。搬送速度は常に第１搬送部１０の搬送速
度以上とすることで、先行搬送媒体Ｓに後続搬送媒体Ｓが追いついてしまう事態を確実に
回避できる。
【０１４０】
　例えば、本実施形態では、第２搬送部２０及び第３搬送部３０による搬送媒体Ｓの搬送
速度を、第１搬送部１０による搬送媒体Ｓの搬送速度よりも速くなるように速度制御する
ようにした。
【０１４１】
　なお、第２搬送部２０及び第３搬送部３０による搬送媒体Ｓの搬送速度と、第１搬送部
１０による搬送媒体Ｓの搬送速度とを同一条件とした場合でも、駆動部３を制御して後続
搬送媒体Ｓの給送開始タイミングを間欠的にずらすことにより先行搬送媒体Ｓと後続搬送
媒体Ｓとの間に最低限の間隔を形成することも可能である。
【０１４２】
　＜重送検出＞
　第１搬送部１０と第２搬送部２０との間に配置される重送検出センサ４０は、静電気等
で紙などの搬送媒体Ｓ同士が密着し、第１搬送部１０を通過してきた場合（つまり重なっ
て搬送される重送状態の場合）に、これを検出するための検出センサ（シートの挙動や状
態を検出するセンサ）の一例である。
【０１４３】
　重送検出センサ４０としては、種々のものが利用可能であるが本実施形態の場合には超
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音波センサであり、超音波の発信部４１とその受信部４２とを備え、紙等の搬送媒体Ｓが
重送されている場合と１つずつ搬送されている場合とで、搬送媒体Ｓを通過する超音波の
減衰量が異なることを原理として重送を検出する。
【０１４４】
　＜レジストセンサ＞
　このような重送検出センサ４０よりも搬送方向下流側に配置される媒体検出センサ５０
は第２搬送部２０よりも上流側で、第１搬送部１０よりも下流側に配置された搬送路ＲＴ
上流側の検出センサ（シートの挙動や状態を検出するセンサ）としての一例であり、第１
搬送部１０により搬送される搬送媒体Ｓの位置、詳細には、媒体検出センサ５０の検出位
置に搬送媒体Ｓの端部が到達又は通過したか否かを検出する。
【０１４５】
　媒体検出センサ５０としては、種々のものが利用可能であるが、本実施形態の場合には
光学センサであり、発光部５１とその受光部５２とを備え、搬送媒体Ｓの到達又は通過に
より受光強度（受光量）が変化することを原理として搬送媒体Ｓを検出する。
【０１４６】
　本実施形態の場合、搬送媒体Ｓの先端が媒体検出センサ５０で検出された時点で、搬送
媒体Ｓが重送検出センサ４０により重送を検出可能な位置に到達しているように、上記の
媒体検出センサ５０は重送検出センサ４０の近傍においてその下流側に設けられている。
【０１４７】
　なお、この媒体検出センサ５０は、上記の光学センサに限定されず、例えば、搬送媒体
Ｓの端部が検知できるセンサ（イメージセンサ等）を用いてもよいし、経路ＲＴに突出し
たレバー型のセンサでもよい。
【０１４８】
　媒体検出センサ５０とは別の媒体検出センサ６０が画像読取ユニット７０よりも上流側
に配置されている。第２搬送部２０よりも下流側に配置された下流側の検出センサとして
の一例であり、第２搬送部２０により搬送される搬送媒体Ｓの位置を検出する。
【０１４９】
　媒体検出センサ６０としては、種々のものが利用可能であるが、本実施形態の場合、媒
体検出センサ５０と同様に光センサであり、発光部６１と受光部６２とを備え、搬送媒体
Ｓの到達又は通過により受光強度（受光量）が変化することを原理として搬送媒体Ｓを検
出する。なお、本実施形態では、第２搬送部２０の搬送方向上流側と下流側のそれぞれに
媒体検出センサ５０、６０を配置したが、何れか一方だけでもよい。
【０１５０】
　＜ＣＩＳの配置＞
　媒体検出センサ６０よりも下流側にある画像読取ユニット７０は、例えば、光学的に走
査し、電気信号に変換して画像データとして読み取るものであり、内部にＬＥＤ等の光源
、イメージセンサ、レンズアレー等を備えている。
【０１５１】
　本実施形態の場合、画像読取ユニット７０は経路ＲＴの両側に一つずつ配置されており
、搬送媒体Ｓの表裏面を読み取る。しかし、経路ＲＴの片側にのみ一つ配置して、搬送媒
体Ｓの片面のみを読み取る構成としてもよい。また、本実施形態では、画像読取ユニット
７０を経路ＲＴの両側に対向配置した構造としているが、例えば、経路ＲＴの方向に間隔
をあけて配置してもよい。
【０１５２】
　＜ブロック図の説明＞
　図１４を参照して制御部８０について説明する。図１４は画像読取装置Ａの制御部８０
のブロック図である。
【０１５３】
　制御部８０はＣＰＵ８１、記憶部８２、操作部８３、通信部８４及びインターフェース
部８５を備える。ＣＰＵ８１は記憶部８２に記憶されたプログラムを実行することにより
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、画像読取装置Ａ全体の制御を行う。記憶部８２は例えばＲＡＭ、ＲＯＭ等から構成され
る。操作部８３は、例えば、スイッチやタッチパネル等で構成され、操作者からの操作を
受け付ける。
【０１５４】
　通信部８４は、外部装置との情報通信を行うインターフェースである。外部装置として
ＰＣ（パソコン）を想定した場合、通信部８４としては、例えば、ＵＳＢインターフェー
スやＳＣＳＩインターフェースを挙げることができる。また、このような有線通信のイン
ターフェースの他、通信部８４は無線通信のインターフェースとしてもよく、有線通信、
無線通信の双方のインターフェースを備えていてもよい。
【０１５５】
　インターフェース部８５はアクチュエータ８６やセンサ８７とのデータの入出力を行う
Ｉ／Ｏインターフェースである。アクチュエータ８６には、駆動部３、駆動部４、伝達部
５等が含まれる。センサ８７には、重送検出センサ４０、媒体検出センサ５０及び６０、
画像読取ユニット７０等が含まれる。
【０１５６】
　＜ＰＣからの開始指示受信による駆動＞
　画像読取装置Ａの基本的な動作について説明する。制御部８０は、例えば画像読取装置
Ａが接続された外部パソコンから画像読み取りの開始指示を受信すると、第１乃至第３搬
送部１０乃至３０の駆動を開始する。載置台１に積載された搬送媒体Ｓはその最も下に位
置する搬送媒体Ｓから１つずつ搬送される。
【０１５７】
　また、後述するように、画像読取装置Ａの操作部８３に設けられたスタートキーによっ
て画像の読み取りを開始し、その後画像読取の開始を外部パソコンに通知するようにして
もよい。
【０１５８】
　＜重送時の制御＞
　搬送の途中で搬送媒体Ｓは重送検出センサ４０により重送の有無が判定され、重送が無
いと判定されると搬送が継続される。なお、重送があると判定された場合には、搬送を停
止するか、第１搬送部１０による後続搬送媒体Ｓの取り込みを停止して、重送状態にある
搬送媒体Ｓをそのまま排出するようにしてもよい。
【０１５９】
　＜レジストセンサの出力に応じた読取開始＞
　制御部８０は、媒体検出センサ６０の検出結果に基づくタイミングで、第２搬送部２０
により搬送されてきた搬送媒体Ｓの、画像読取ユニット７０による画像の読み取りを開始
し、読み取った画像を一次記憶して順次外部パソコンへ送信する。画像が読み取られた搬
送媒体Ｓは第３搬送部３０により排出トレイ２に排出されてその搬送媒体Ｓの画像読取処
理が終了する。
【０１６０】
　ここで、本実施形態の画像読取装置Ａでは、図１及び図２に示すようなエンコーダ１１
を左右の従動ローラ２２に設けることで、搬送媒体Ｓの斜行の有無を検知するようにする
。
【０１６１】
　これにより、左右の従動ローラ２２がある部分で搬送媒体Ｓの斜行を検知した場合には
、その検知結果を使って、レジストセンサとなる媒体検出センサ６０の検出結果に基づく
タイミングを補正する。
【０１６２】
　そして、媒体検出センサ６０の検出結果を補正したタイミングに基づいて、第２搬送部
２０により搬送されてきた搬送媒体Ｓの、画像読取ユニット７０による画像の読み取りを
開始制御する。
【０１６３】
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　これにより、搬送媒体Ｓの斜行に応じた読取開始の制御を行うことができ、画像の欠け
を防ぐことができる。また、このような画像読取開始のタイミング補正は、同様に、読取
終了のタイミングにも適用できる。
【０１６４】
　また、本実施形態における画像読取装置Ａにおいても、分離ローラ１２や送りローラ１
１の回転軸の少なくとも何れか一方の回転軸にエンコーダを配置して、分離給送における
原稿の移動量を検知するようにすれば、分離ローラ１２と送りローラ１１との間のニップ
部で原稿を１枚ずつ捌く際において、原稿の斜行などの分離不良の早期発見も可能となる
。
【０１６５】
　また、分離ローラ１２及び送りローラ１１の各軸にエンコーダを配置することで、それ
ぞれの回転に関して、例えば、分離ローラ１２側のエンコーダの回転が、送りローラ１１
側のエンコーダの回転と同等の場合には、複数枚の原稿の連れ入り現象、重送などの給送
異常の検知に活用することができる。反対に、送りローラ１１側のエンコーダの回転に比
べて分離ローラ１２側のエンコーダの回転が相対的に少なく所定の条件を満たす場合には
、正常な給送状態であると判断することができる。
【０１６６】
　そして、このような原稿の分離不良を検知できれば、例えば、給送異常の状態であると
して、その後の搬送を停止したり、画像読取等の所定の処理を中止したりするようにして
もよい。
【０１６７】
　なお、上述した実施形態では、左右の検知センサ（第１回転検知センサ、第２回転検知
センサ）がそれぞれ原稿Ｄの到達と通過、その間の移動を含めて検知する場合について例
示して説明したが、本発明は勿論これに限定されず、例えば、３つ以上の検知センサを原
稿の搬送方向と直交する方向に併設するようにしてもよい。
【０１６８】
　また、このような複数の検知センサの検知結果に基づいて制御する所定の処理としては
、例えば、上述した実施形態では画像読取を一例として説明したが、本発明は勿論これに
限定されず、例えば、印刷や穴あけなどの処理としてもよい。
【０１６９】
　また、上述した実施形態では、左右の検知センサによって原稿の斜行を検知できるため
、画像読取センサで読み取った背景領域を含む原稿画像から、左右の検知センサの検知結
果に基づいて求めた斜行量を使って、背景領域を除いた原稿領域だけを高精度に切り出す
ことができる。
【符号の説明】
【０１７０】
Ｄ…原稿束、ｄ１…最下層原稿、１…原稿搬送装置、２ａ…下部ガイドユニット、２ｂ…
上部ガイドユニット、３…分離ローラ、４…給紙トレイ、５ａ…下部読取センサ、５ｂ…
上部読取センサ、６ａ，６ｂ…上流側搬送ローラ、７ａ，７ｂ…下流側搬送ローラ対、８
…ピックアップローラ、９…給紙ローラ、１０…搬送路、１１…エンコーダ、１２…ロー
ラ軸、１３１…検出部、１３２…基板、１４…ドップラーセンサ、１５…レジストセンサ
ts…設計上のエンコーダ1パルスの回転時間
tRf…右側エンコーダ(131R)の第fパルス目の回転時間
tLf…左側エンコーダ(131L)の第fパルス目の回転時間
Ls…設計上のエンコーダ1パルスの画素数
L0…左側エンコーダの第fパルス目の画素数
La…右側エンコーダの第fパルス目の画素数
Lk…任意のラインkにおける第fパルス目の画素数
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